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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成30年6月14日(2018.6.14)

【公表番号】特表2017-517415(P2017-517415A)
【公表日】平成29年6月29日(2017.6.29)
【年通号数】公開・登録公報2017-024
【出願番号】特願2016-566887(P2016-566887)
【国際特許分類】
   Ｂ４２Ｄ  25/30     (2014.01)
   Ｂ３２Ｂ  38/10     (2006.01)
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   Ｂ３２Ｂ   3/18     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   3/30     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   7/12     (2006.01)
   Ｇ０３Ｈ   1/02     (2006.01)
   Ｂ４２Ｄ  25/328    (2014.01)
   Ｂ４２Ｄ  25/324    (2014.01)
   Ｂ４２Ｄ  25/435    (2014.01)
   Ｂ４２Ｄ  25/445    (2014.01)
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   Ｂ４２Ｄ   15/10     ３２４　
   Ｂ４２Ｄ   15/10     ４３５　
   Ｂ４２Ｄ   15/10     ４４５　

【手続補正書】
【提出日】平成30年4月20日(2018.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セキュリティエレメントの形式の多層体を製造するための方法において、
　ａ）基板に金属層を製造する工程と、
　ｂ）前記金属層を部分的に脱金属化し、前記多層体の第１領域に第１光学情報を形成す
る工程と、
　ｃ）前記金属層に少なくとも部分的に広がるように、前記多層体の第２領域に部分ラッ
カー層を塗布し、第２光学情報を形成する工程と、
　ｄ）前記部分ラッカー層をマスクとして用いることにより、前記第２領域に部分金属層
を構造化する工程と、を備え、
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　前記部分ラッカー層により覆われた領域において、前記部分金属層が選択的に保持され
る、または、選択的に除去されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記工程ｂ）における前記部分的な脱金属化は、エッチングにより行われることを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記部分ラッカー層は、エッチングレジストからなる、または、少なくとも１つのエッ
チングレジストを備え、
　前記エッチングレジストは、好ましくはラッカーであり、前記ラッカーは、特に、バイ
ンダー、顔料、特に、有色または無色顔料および／または効果顔料、薄層フィルムシステ
ム、コレステリック液晶、染料、および／または、金属または非金属ナノ粒子を備えるこ
とを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記工程ｃ）における前記部分ラッカー層の塗布前に、前記金属層が前記第２領域で部
分的に脱金属化されることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２領域における前記金属層の前記部分的な脱金属化は、エッチングにより行われ
、
　前記第２領域において、特に、フレキソ印刷により、エッチング剤、特に、基剤が前記
金属層に好ましくは印刷され、又は、
　前記エッチングの前に、フォトレジストが好ましくは前記第２領域に塗布され、露光マ
スクを用いて露光され、及び、
　前記金属層の塗布前に、前記露光マスクは、好ましくは前記基板に塗布された部分ラッ
カー層により形成され、又は、
　前記エッチングの前に、エッチングレジストが好ましくは前記第２領域に部分的に塗布
され、前記エッチング後に再度除去されることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２領域における前記金属層の前記部分的な脱金属化は、リフトオフにより行われ
、
又は、レーザー切断により行われ、又は、前記金属層の塗布前に、部分オイル層の塗布、
特に、印刷により行われることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記基板は、前記金属層に対向した面に形成された表面レリーフを備える複製層からな
る、または、前記複製層を備え、
　前記表面レリーフは、好ましくは、深さ：幅比が０．１５～１．５、好ましくは、０．
２～０．５の部分領域を備え、前記部分領域は、前記第１光学情報を補完し、
　前記第１領域での前記金属層の前記部分的な脱金属化のために、フォトレジストは、好
ましくは前記金属層に塗布され、前記基板側から露光され、その後、前記金属層は、エッ
チングにより部分的に脱金属化されることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項８】
　少なくとも１つの更なる部分ラッカー層は、前記多層体に塗布され、少なくとも１つの
更なる光学情報を形成し、
　前記少なくとも１つの更なる部分ラッカー層は、好ましくは、着色剤、特に、有色また
は無色顔料および／または効果顔料、薄層フィルムシステム、コレステリック液晶、染料
、および／または、金属または非金属ナノ粒子を備え、
　更に好ましくは、前記着色剤は、蛍光および／またはリン光の紫外線および／または赤
外線スペクトル、特に、可視スペクトルで励起されることを特徴とする請求項１～７のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
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　セキュリティエレメントの形式の多層体であって、
　前記多層体は、基板、部分金属層、および、部分ラッカー層を備え、
　前記部分金属層は、第１領域において、第１光学情報を形成し、前記部分ラッカー層は
、第２領域において、第２光学情報を形成し、前記部分ラッカー層は、前記部分金属層と
見当を合わせて前記第２領域に配置され、前記部分ラッカー層は、前記金属層により覆わ
れている領域と、前記金属層により覆われていない領域とに広がることを特徴とする多層
体。
【請求項１０】
　前記基板は、前記金属層に対向した面に形成された表面レリーフを備える複製層からな
る、または、前記複製層を備え、
　前記複製層に導入された前記表面レリーフは、好ましくは、光学可変エレメント、特に
、ホログラム、好ましくは、線状または交差正弦波回折格子、線状または交差シングルま
たはマルチレベル矩形格子、０次回折構造、非対称レリーフ構造、ブレーズド格子、好ま
しくは、等方性または異方性マット構造、または、光回折および／または光反射および／
または光フォーカスマイクロまたはナノ構造、バイナリまたは連続フレネルレンズ、バイ
ナリまたは連続フレネル自由曲面、マイクロプリズム構造またはこの組み合わせ構造であ
り、及び/又は、
　前記表面レリーフは、好ましくは、深さ：幅比が０．１５～１．５、好ましくは、０．
２～０．５である部分領域を備え、前記部分領域は、前記第１光学情報を補完することを
特徴とする請求項９に記載の多層体。
【請求項１１】
　前記金属層の厚さは、１０ｎｍ～２００ｎｍ、好ましくは、１０ｎｍ～５０ｎｍ、特に
好ましくは、１５ｎｍ～３５ｎｍであることを特徴とする請求項９又は１０に記載の多層
体。
【請求項１２】
　少なくとも１つの更なる部分ラッカー層が設けられ、前記少なくとも１つの更なる部分
ラッカー層は、更なる光学情報を形成することを特徴とする請求項９～１１のいずれか１
項に記載の多層体。
【請求項１３】
　前記部分ラッカー層および／または前記少なくとも１つの更なる部分ラッカー層は、着
色剤、特に、有色または無色顔料および／または効果顔料、薄層フィルムシステム、コレ
ステリック液晶、染料、および／または、金属または非金属ナノ粒子を備え、
　前記着色剤は、好ましくは、蛍光および／またはリン光の紫外線および／または赤外線
スペクトル、特に、可視スペクトルで励起されることを特徴とする請求項９～１２のいず
れか１項に記載の多層体。
【請求項１４】
　前記第１光学情報および／または前記第２光学情報および／または前記更なる光学情報
は、少なくとも１つのモチーフ、パターン、特に、ギロシェパターン、シンボル、イメー
ジ、ロゴ、または、英数字、特に、数、および／または、文字の形式で形成され、及び／
又は、１次または２次元線および／またはドットグリッドの形状で形成され、前記線およ
び／またはドットグリッドは、３００μｍ、好ましくは、２００μｍより小さいく、２５
μｍ、好ましくは、５０μｍより大きいグリッド間隔を備え、及び／又は、少なくとも１
つの機械読み取り可能特徴、特に、バーコードを備えることを特徴とする請求項９～１３
のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項１５】
　請求項９～１４のいずれか１項に記載の多層体を備えるセキュリティドキュメント、特
に、紙幣、証券、身分証明書類、査証、パスポート、または、クレジットカード。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　更なる部分ラッカー層は、保護ラッカーを備えることが好ましい。保護ラッカーとは、
フォトレジストの露光に使用される波長域の光を吸収する物質を意味する。露光の間、部
分ラッカー層の全面には、この波長域の光が、好ましくは、層の面に直交するように照射
される。露光に使用される通常の波長は、例えば、２５０ｎｍ～４２０ｎｍである。１０
ｍＪ／ｃｍ２～５００ｍＪ／ｃｍ２の線量で露光を行うことが好ましい。露光時間は、使
用された材料の感度および使用可能な光源の出力から得られる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
　部分ラッカー層１５は第２領域３に印刷される。部分ラッカー層１５は、第２領域３に
おいて、金属層１３に広がる部分と、金属層１３を覆わない部分とを有する。ラッカー層
１５は、第２光学情報１５１を形成する。第２光学情報１５１は、例えば、図示された細
線のギロシェパターンである。図示しないが、ラッカー層１５の印刷を第１領域２の領域
に重ねることもできる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１７】
　ラッカー層１５、１６、１７は、凹版印刷、フレキソ印刷、スクリーン印刷、パッド印
刷、オフセット印刷、凸版印刷、インクジェット印刷および／またはレーザー印刷により
塗布されることが好ましい。ラッカー層１５、１６、１７の厚さは、０．３μｍ～３μｍ
、好ましくは、０．５μｍ～１．５μｍである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２５】
　多層体１は、図７に示されたような身分証明書類のようなセキュリティドキュメント４
に塗布される。これは、例えば、ホットスタンピング、積層、バックインジェクション成
形、ＵＶ転写（コールドスタンピング）により行われる。また、多層体１をセキュリティ
ドキュメント４に積層することもできる。キャリアは、多層体を塗布した後に、取り除か
れる、または、基板に残る。更に、セキュリティドキュメント４は、更に塗布されたプラ
イまたは層、例えば、それに積層された保護フィルムにより保護される。更に、セキュリ
ティドキュメントを第１工程で更なる転写プライに転写し、次の工程で基板に転写し、転
写プライと一緒に固定することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３３】
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１　　　多層体
１１　　キャリア層
１２　　転写プライ
１３　　金属層
１３１　第１光学情報
１４　　保護ラッカー層
１５　　部分ラッカー層
１５１　第２光学情報
１６　　部分ラッカー層
１６１　更なる光学情報
１７　　部分ラッカー層
１７１　更なる光学情報
１８　　接着剤層
２　　　多層体の領域
３　　　多層体の領域
４　　　セキュリティドキュメント
４１　　写真
４２　　セキュリティ特徴
４３　　セキュリティ特徴
４４　　セキュリティドキュメントの領域
４５　　セキュリティドキュメントの領域
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